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プロフェッショナル講演会 運営業務委託仕様書 

 

１ 事業名称 

プロフェッショナル講演会運営業務 

 

２ 事業目的 

   未来に向かう子どもたちの将来の夢を応援するため、プロフェッショナルとして活

躍する方を講師として招き、自身の体験談などを用いながら、小中学生が前向きに夢

を目指す子どもたちを育成し、青少年健全育成を図る。 

 

３ 履行期間 

契約日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 適用範囲 

（１）この仕様書に規定する事項は、受注者がその責任において履行するものとす

る。 

（２）本業務委託について、契約書に定められた事項以外は、この仕様書及び発注者

の指示によるものとする。 

（３）受注者は、契約書及び仕様書に明示のない場合、又は疑義を生じた場合は、発

注者と協議するものとする。 

 

５ 事業概要 

  （１）プロフェッショナル講演会の実施 

     ・上記２_事業目的に掲げる目的を達成するための講演会を小学生の部、中学

生の部それぞれで企画し開催する。参加料は徴さない。 

（２）参加対象（令和８年４月１日時点） 

・小学生の部…南幌町立南幌小学校の小学４年生から６年生（合計１６３名） 

・中学生の部…南幌町立南幌中学校の中学１年生から３年生（合計１４５名） 

※ただし、事業目的を達成する上で支障の無い範囲で、かつ、会場スペースの

許す範囲の中で、一般住民の参観を可とする。 

（３）開催日は、契約締結の日から令和８年１２月までの平日を予定する。ただし、

発注者と受注者が協議の上で同意があれば、開催日を令和９年１月から２月の

平日に行うことも可能とする。 

（４）開催会場 

・小学生の部…南幌町立南幌小学校 

（北海道空知郡南幌町美園２丁目６番１号） 

・中学生の部…南幌町立南幌中学校 

（北海道空知郡南幌町栄町３丁目３番２号） 

※上記の２会場２部講演を基本とするが、事業目的をより効果的に達成するた 
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めの提案として、下記会場にて１会場１講演で開催することを妨げない。 

① 南幌町農村環境改善センター 多目的ホール 

（空知郡南幌町中央２丁目３番２号） 

② 南幌町スポーツセンター アリーナ 

（空知郡南幌町中央２丁目４番１号） 

  （５）開催時間 

・小学生の部…４５分（授業１コマ分） 

・中学生の部…５０分（授業１コマ分） 

 

６ 業務内容 

（１）講演会の実施 

① 上記５_事業概要（１）の講演会の企画に関すること。 

② 上記５_事業概要（１）の司会を含む進行に関すること。 

③ 上記５_事業概要（１）の講演会の講師への出演交渉、出演契約、謝礼支払

い、アテンド、連絡調整に関すること。 

④ 上記５_事業概要（１）の講師にかかるプロフィール、写真等の収集及び使用

許諾に関すること。 

⑤ 講演会当日に参加者に配布すべき資料や設置すべき看板等がある場合の作成及

び印刷に関すること。 

（２）講師の選定・調整等 

① 本業務の事業目的を勘案し、目的を達成するための講師を選定する。 

※小学生の部と中学生の部それぞれで同一の講師になることは妨げない。 

※講師はソロ、コンビ、グループ等いずれの構成でも可とするが、各部の講演

につき、１名または１組とする。 

   ② 各部の講師は、講師候補者１名を提案する。 

③ 講師の講演内容は、事業目的を達成するためのものとし、かつ、過去の開催実

績や各参加対象を考慮したものであること。 

※参考 過去４年間の開催実績 

令和４年度 講師 杉谷 拳士（元プロ野球選手） 

講演のねらい プロ野球選手として１２年間実働された自身の経験の中 

で、貫き通した信念などを子どもたちへ伝え、夢を追う事 

の大切さや素晴らしさを培う機会を創出すること 

令和５年度 講師 半﨑 美子（シンガーソングライター） 

 講演のねらい 下積み時代を経て大きな夢を実現したご自身の経験や作詞 

作曲した歌を用いて、子どもたちの夢を応援すること 

令和６年度 講師 山形  翼（スタジアムＤＪ） 

講演のねらい 生徒が自分の考えや思いの伝え方を学ぶ、ラジオ収録に参 

加することで責任とやりがいを感じること 
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令和７年度 講師 上杉 周大（ミュージシャン・タレント） 

講演のねらい 夢を追いかける大切さ、夢を叶えるために必要なことを 

伝え生徒が自分の夢について考えること 

 

（３）広報業務 

開催の２か月前までに、「プロフェッショナル講演会」のチラシを作成する。 

（４）講演会の運営業務 

① 当日の会場運営、進行管理（司会等含む）に関すること。 

② 各講演会の看板類の作成、設置、撤去に関すること。 

③ 音響・照明に関すること。（開催場所に既設されている音響・照明設備は使用

可能） 

（５）管理 

① 講演会の記録に関すること（写真及び映像）。 

講演会の記録については、写真や映像の仕上がりの優劣を求めるものではな

く、写真・映像の編集等も不要。 

② 著作権使用料が発生する場合は、その使用に関すること。 

（６）発注者が行うこと 

   ① 開催会場の手配 

   ② ６_（３）により作成したチラシの参加対象者への配布 

   ③ その他、小学校、中学校との調整作業 

（７）その他 

① 本業務実施に伴い必要な提出書類の作成・提出に関すること。 

② その他本業務の遂行に必要な事務・作業に関すること。 

③ 事業実施にあたり必要な連絡調整を行うこと。 

④  運営する中で疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議の上で決定するこ

と。 

 

７ 委託料の支払い 

講演会の終了後に、業務完了報告書を提出し、検査後、支払うものとする。 

 

８ 費用分担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費（本仕様書により発注者が負担す

るものと定めた経費を除く）は、契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金額以

外の費用を負担しない。 

 

９ 業務完了報告 

業務完了時は、実施日時、講演内容、配付物、講演記録等、事業実施内容を記載し

た業務完了報告書（Ａ４判）を１部提出すること。 
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10 再委託 

（１）受注者は、本業務委託の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主た

る部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

なお、「主たる部分」とは、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業

務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはで

きない。 

（２）受注者は、コピー、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委

託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

11 その他 

（１）この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものと

する。ただし、軽微なものについては発注者の指示に従うものとする。 

（２）本業務にかかる協議、打合せ等の必要経費はすべて受注者の負担とする。 

（３）守秘義務として、本業務にあたり業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはな

らない。契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。 

（４）学校の感染症等による集団感染、客観的に明確な理由を伴う講師側のやむを得

ない事由や、その他やむを得ない事由により、本業務の遂行に疑義が生じた場

合には、発注者と受注者が協議した上で、本委託契約の内容を変更することが

できる。 


